
　犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」とします。）が改正されたことに伴い、平成２８年１０月１日から法人のお客さまにおける

実質的支配者の定義が変更になっております。

　法人のお客さまにおかれましては、資本多数決法人である場合（株式会社、有限会社等）は、左の図に従って、資本多数決法人でない場合（一般社団

犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 の 改 正 に 伴 う 実 質 的 支 配 者 の 確 認 の お 願 い （ 法 人 の お 客 さ ま ）

　お手数おかけして誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

法人、一般財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等）は、右の図に従って実質的支配者をご判断いただき、その方の氏名、住居、生年月日を

ご申告ください。

　なお、既に当組合でお取引いただいているお客さまにおかれましても、実質的支配者の定義の変更に伴い、改めてご確認をさせていただく場合がござい

ますので、ご了承ください。

議決権の５０％超を保有する
自然人の方がいますか？ 

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。） 

出資・融資・取引その他の関
係を通じて事業活動に支配
的な影響力を有すると認め
られる自然人がいますか？ 

その個人の方 

法人を代表し、その業務を執
行する個人の方 

いる場合 

いる場合 

いない場合 

いない場合 

お客さまが資本多数決法人である場合 

収益総額の５０％超の配当を
受ける自然人がいますか？ 

出資・融資・取引その他の関
係を通じて事業活動に支配的
な影響力を有すると認められ
る自然人がいますか？ 

法人を代表し、その業務を執
行する個人の方 

いる場合 

お客さまが資本多数決法人でない場合 

または 

議決権の２５％超を保有する
自然人の方がいますか？ 

いない場合 

いる場合 

いない場合 

いる場合 

いる場合 

いない場合 

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。） 

議決権の計算にあたりましては、直接保有、
間接保有（※）の合計によります。詳細は下
記をご覧ください。 

収益総額の２５％超の配当を
受ける自然人がいますか？ 

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。） 

その個人の方 

その個人の方（事業経営を支配す
る意思または能力を有していない
ことが明らかな場合を除く。） 



にはあたりません。 ２０％のみと計算され、ＣさんはＡ社の実質的支配者にはあたりません。

保有として計算に含めます。したがって、ＣさんがＢ社議決権の 計算に含めます。したがって、ＣさんがＢ社議決権の５０％以下しか保有し

５０％以下しか保有していない場合、ＣさんはＡ社の実質的支配者 ていない場合、ＣさんのＡ社に対する議決権保有割合は、直接保有する

Ａ社の議決権を３０％保有しており、ＣさんはＡ社の実質的支配者 は、Ｂ社を通じた間接保有１０％と、直接保有２０％を合算して３０％となる

となります。 ため、ＣさんはＡ社の実質的支配者となります。

（※）ＣさんがＢ社議決権の５０％超を保有する場合のみ、間接 （※）ＣさんがＢ社議決権の５０％超を保有する場合のみ、間接保有として

実質的支配者の直接保有・間接保有について

【ケース１】 【ケース２】

　Ａ社の議決権の３０％を保有しているＢ社、そのＢ社の議決権の 　Ａ社の議決権の１０％を保有しているＢ社、そのＢ社の議決権の５０％超

５０％超（※）を保有しているＣさんは、Ｂ社を通じて間接的に 　（※）を保有しているＣさんが、Ａ社の議決権も２０％保有している場合
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